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 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１号）

第４７条の３第２項の規定に基づき、京都大学会計管理部（以下「会計管理部」という。）

の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （業務）   

第２条 会計管理部は、別表１に掲げる業務を行う。 

 （組織） 

第３条 会計管理部に、部長を置く。 

２ 部長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下に会計管理部の業務を掌理する。 

第４条 会計管理部に、次長を置くことができる。 

２ 次長は、部長の職務を助け、会計管理部の業務を整理する。 

第５条 会計管理部に業務を分担して実施する組織として、別表２の課を置き、当該組織の

長として、課長を置く。 

２ 前項の課長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、会計管理部の職員を指揮

し、課の業務を掌理する。 

第６条 前３条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。 

 （内部組織） 

第７条 この規程に定めるもののほか、会計管理部の内部組織については、部長が定める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

別表１（第２条関係） 

会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。 

財務関係規程に関すること。 

決算に関すること。 

財務諸表等の作成に関すること。 

資金の管理に関すること。 

債権管理に関すること。 

特定調達契約及び一括契約に関すること。 

旅費及び謝金の支給に関すること。 

支援組織及び監査室における予算及び経理の事務に関すること（国立大学法人京都大学

予算規則（平成１６年４月１日総長裁定）及び国立大学法人京都大学会計実施規則（平成

１６年４月１日総長裁定）に定めるものに限る。）。 

別表２（第５条関係） 

 監理課 

経理課 


